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違 反 事 業 者 ７社 

（注）特定農業施設工事の過半について，補助金等が交付されていた。 

 

 

ＸＸ工事の計画 

 

７社は，札幌市内の貸会議室等で会合を開催

し，計画が判明した工事について，受注希望

を表明 

   

 

 

受注予定者を決定 

※受注予定者は，工事の発注の１年以上前に決ま

ることもあった。 

③受注予定者の決定 

 

 

⑤入札価格等の連絡 

 

受注予定者 
Ａ社 

他の入札参加者 

Ｂ及びＣ社 

受注予定者から連絡のあった入

札価格以上の入札価格を提示 

 

①情報収集・営業活動 

 

④特定農業施設工事の発注 
ＸＸ工事について， 

Ａ，Ｂ及びＣ社を指名し，入札を実施 

 

特定農業施設工事について 

受注予定者を決定し，受注予定者が受注できるようにしていた。 

 

Ｂ，Ｃ，Ｄ，Ｅ，Ｆ及びＧの６社 

『Ａ社が受注することに異論なし。』 

参考 

国・地方自治体の 

補助金等（注） 

１ 受注調整の例（Ｚ農協が発注するＸＸ工事の場合） 

 

Ｂ及びＣ社に入札価格を連絡 

 
 

Ａ社 

「当社は，Ｚ農協が今度発注する

ＸＸ工事の設計等に協力してきて

おり，受注したい。」 

 

②特定農業施設工事の設計等の協力を依頼 

Ａ社に対しＸＸ工事の設計等の 

協力を依頼 

 

 

⑥特定農業施設工事を受注 
ＸＸ工事をＡ社が受注 

 


